
国際会計基準審議会（以下、IASB）は2021年2月、
「会計方針の開示（IAS第1号及びIFRS実務記述書
第2号の改訂）」及び「会計上の見積りの定義（IAS第
8号の改訂）」を公表しました。これらは小規模な改
訂であり、内容は主に以下となります。

本稿では、これらの改訂の背景、内容等について解
説します。なお、文中の意見にわたる部分は筆者の私
見であることをお断りします。

1. 会計方針の開示（IAS第1号及びIFRS実務記述書
第2号の改訂）

（1）背景
IASBは、財務報告におけるコミュニケーションを

向上させるため、「財務報告におけるコミュニケー
ションの改善」を近年のアジェンダの中心テーマに位
置付けています。開示イニシアティブは「財務報告
におけるコミュニケーションの改善」の一つとして、
IFRS財務諸表における開示の有用性の改善を目的と
しています。IAS第1号及びIFRS実務記述書第2号の
改訂は開示イニシアティブの一環です。

（2）内容
①「重要な（significant）」を「重要性のある（material）」
へ置き換え
IFRSでは「重要な（significant）」という用語は定

義されていないため、IASBは会計方針の情報の開示と
の関連では、当該用語を「重要性のある（material）」
という用語に置き換えることにしました。「重要性の
ある（material）」は、IFRSで定義されており（IAS

第1号第7項）、IASBによれば、財務諸表の利用者に
幅広く理解されています。改訂後のIAS第1号第117

項は「企業は重要性のある会計方針に関する情報を開
示しなければならない。会計方針に関する情報は、企
業の財務諸表に含まれている他の情報と合わせて考え
た場合に、一般目的財務諸表の主要な利用者が当該財
務諸表に基づいて行う意思決定に影響を与えると合理
的に想定される場合には、重要性がある。」と規定さ
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• 現行のIAS第1号「財務諸表の表示」第117項
が開示を求める会計方針の表現が「重要な
（significant）」から「重要性のある（material）」
に置き換えられ、開示しなければならない重要
性のある会計方針かどうかを企業が判断するた
めのガイダンスが設けられました。

• IAS第1号の改訂を支援するためIFRS実務記述
書第2号「重要性の判断の行使」を改訂し、会
計方針の開示に重要性（materiality）の概念
を適用する際に役立つ設例が追加されました。

• IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及
び誤

ご

謬
びゅう

」において、企業が会計方針の変更（一
般的には過去の取引及びその他の過去の事象に
遡
そ

及
きゅう

適用）を会計上の見積りの変更（将来の取
引及びその他の将来の事象のみに将来に向かっ
て適用）とどのように区別すべきかを明確化し
ました。
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れました。改訂後のIAS第1号には企業が会計方針に
関する情報を重要性のあるものと考える可能性が高い
状況の例示（IAS第1号第117B項）、例えば、特定の
会計方針が重要性のある取引その他の事象又は状況に
関連し、かつ、企業が投資不動産を公正価値ではなく
取得原価で測定するオプションを選択した場合のよう
に、IFRS基準で許容されるオプションから企業が会
計方針を選択した場合（IAS第1号第117B項（b））な
どが追加されました。

②標準化された会計方針に関する情報の開示
企業がIFRS基準の規定を自社の状況にどのように
適用したかにフォーカスした会計方針に関する情報は、
標準化された会計方針に関する情報やIFRS基準の要求
事項を書き写し又は要約しただけの会計方針に関する
情報よりも、財務諸表の利用者に有用な企業固有の会
計方針に関する情報を提供します（IAS第1号第117C

項）。つまり標準化された会計方針に関する情報は、企
業固有の会計方針に関する情報よりも利用者にとって
有用性は低いと考えられます。ただし一定の状況では、
標準化された会計方針に関する情報は、利用者が財務
諸表におけるその他の重要性のある情報を理解するた
めに必要な場合があることにIASBは同意しています。
そうした状況では、標準化された会計方針に関する情
報は重要性のあるものとなり、開示されるべきとなり
ます（IAS第1号第BC76R項）。

IAS第1号の改訂を支援するためのIFRS実務記述書
第2号の改訂は、重要性の概念を会計方針の開示に適
用する方法についてのガイダンスを提供しており、ま
た、IFRS基準の規定を要約した又は繰り返しただけの
一般化又は標準化された会計方針に関する情報が、重
要性のある会計方針の情報と考えられる状況の設例を
定めています。
標準化された会計方針に関する情報、又はIFRS基準

の規定を要約した又は繰り返しただけの会計方針に関
する情報が重要性のある情報に該当するかどうか、そ
して該当しない場合には、財務諸表の有用性を高める
ために当該情報を会計方針に関する情報から削除すべ
きかどうかを、企業は慎重に検討する必要があります。

（3）経過措置及び発効日
2023年1月1日以降に開始する事業年度から適用が

求められます。早期適用も認められます。

2. 会計上の見積りの定義（IAS第8号の改訂）
（1）背景
現行のIAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変
更及び誤謬」は、「会計上の見積り」の定義自体は示
していませんが、「会計方針」については定義を示し
ています。さらに、「会計上の見積りの変更」の「概念」
についても定義しています。「会計方針の定義」と「会
計上の見積りの定義」が重なり合うことで、両者を区
別することが困難となり、実務上、ある変更が「会計
方針の変更」なのか「会計上の見積りの変更」なのか、
その判断にばらつきが生じていました。
遡及適用される「会計方針の変更」と将来に向かっ
て適用される「会計上の見積りの変更」の区別は重要
であることから、IASBは、会計上の見積りを「測定
上の不確実性にさらされる財務諸表上の金額」と新た
に定義したうえで、「会計上の見積り」と「会計方針」
の関係を明らかにすることで、両者の区別を明確化し
ました。

（2）内容
【IAS第8号の改訂のポイント】

①会計上の見積りを新たに定義し、会計方針との関係
を明確化
「測定上の不確実性にさらされる財務諸表上の金
額」と新たに定義された「会計上の見積り」と「会計
方針」との関連性については、IAS第8号第32項が「会
計方針は、財務諸表上の項目を、測定上の不確実性が
伴う方法により測定することを求める場合がある。す
なわち、会計方針は、直接観察できないため、代わり
に見積りによらなければならない金額の測定を要求す
ることがある。そのような場合、企業は、会計方針に
設定した目的を達成するために会計上の見積りを算定
しなければならない。」と改訂されることで明確化さ
れました。また、会計上の見積りは通常、最新の入手
可能な信頼のおける情報に基づく判断や仮定を使用す
ることになります。

①会計上の見積りは「測定上の不確実性にさら
される財務諸表上の金額」と新たに定義され、
会計方針との関係が明確化

②会計上の見積りの変更とはどのようなものか、
会計方針の変更及び誤謬の訂正とどのように
異なるのかが明確化

情報センサー Vol.167 July 2021　　19



さらに、改訂後のIAS第8号では、企業が測定技法
（見積技法と評価技法を含む）とインプットを用いて
会計上の見積りをどのように算定するのかを説明して
います。

②会計上の見積りの変更
「会計方針の変更」と「会計上の見積りの変更」は
区別が困難な場合があり、追加的なガイダンスを提供
するために、改訂後のIAS第8号は、「インプットの変
更」又は「測定技法（見積技法と評価技法を含む）の
変更」による会計上の見積りへの影響は、それらが過
年度の誤謬の訂正から生じたものではない場合には
「会計上の見積りの変更」に該当することを明確化し
ました。
また、IASBは、「会計上の見積りの変更」の従前の
定義が、「新しい情報又は新しい状況の変化から生じ
るもの」に特定されていたことを指摘しており、した
がって、そうした変更は「誤謬の訂正」にはなりません。
IASBは、定義の当該要素は有用であるため保持しまし
た。つまり、適用される基準が、同様に認められる二
つの測定技法間での変更を許容している場合で当該変
更が「新しい情報又は新しい状況の変化から生じるも
の」と判断される場合は「会計上の見積りの変更」に
該当するため「誤謬の訂正」にはなりません。
改訂後のIAS第8号は、利害関係者が「会計上の見

積り」の新たな定義をどのように適用すべきかを理解
するのに役立つ二つの設例（設例4及び設例5）を追加
しており、測定技法の変更については設例4（投資不
動産の公正価値）、インプットの変更については設例
5（現金決済型の株式に基づく報酬についての負債）
で説明されています。

（3）経過措置及び発効日
2023年1月1日以降に開始する事業年度から適用が

求められ、当該事業年度の開始以降に生じる会計方針
の変更及び会計上の見積りの変更に適用されます。早
期適用も認められます。

IAS第1号の改訂は、企業による会計方針の開示に影
響を及ぼす可能性があります。会計方針が重要性のあ
るものであるか否かを決定するには判断を必要としま

Ⅲ　おわりに

お問い合わせ先
EY新日本有限責任監査法人
品質管理本部　IFRSデスク
E-mail：ifrs@jp.ey.com

すので、企業は会計方針に関する情報の開示を再検討
して、改訂後の基準との整合性を確保することが推奨
されます。
また、IAS第8号の改訂は、企業の財務諸表に重要性
のある影響を及ぼすとは想定されませんが、企業があ
る変更を会計上の見積りの変更、会計方針の変更、又
は誤謬の訂正として会計処理すべきかどうかを判断す
る際に、有用なガイダンスになると思われます。
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